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「帯広市健康生活支援システム基本計画」点検評価調書 

 

 帯広市健康生活支援システム基本計画  進  捗  状  況 

Ⅰ．システムの核となる３つの機能 
課題発見機能 
 
 ◎ 市民が安心して何でも相談できるための機能 
   ・帯広市の総合相談体制 
   ・地域の相談窓口の連携 
 ◎ 受動的に相談に応じるだけではなく、積極的に地域に 
  赴き支援を必要としている人を見つけだす機能 
  ・保健師や相談員などによる訪問体制 
  ・民生委員・児童委員、地域の保健師などの活用 
 ◎ 地域で発見された課題を専門のサービス提供機関や行 
  政機関に伝達し、確実に解決に結び付けるための機能 
  ・課題発見を担う者と課題解決を担う者をつなぐために 
   連携の核となる機関や会議を整備 
 
 課題解決機能 
 
 ◎ 課題に対して各機関が個別に対応するのではなく、支 
  援を要する人の状態に応じた適切なサービスを提供する 
  ため、関係者が協力して様々な角度から検討し、最適な 
  解決策を得る機能 
  ・帯広市の相談窓口におけるケアマネジメント機能 
  ・関係者の連絡調整や処遇検討のための場の整備 
  ・関係者の情報共有の仕組み 
 ◎ サービス提供のあり方を継続的に点検し、利用者の状 
  況変化などに適切に対応できる機能 
  ・ケアマネジメント機能の一つとしての事後評価 
  ・市民の生涯を通じて一貫した個人情報の管理 
 ◎ 市民の苦情、意見、要望を適切に解決する機能 
  ・苦情処理機能の充実と施策への反映 
 ◎ サービス提供の実施機能 
  ・行政が担うべき公的サービスの充実 
   ・地域が一体となったサービスの提供 
 
 点検・評価機能 
 
 ◎ 課題発見から解決までの手続きが適切に機能している 
  か点検・評価し、必要な改善策を施す機能 
   ・保健・医療・福祉の関係者が参加してシステムを点検 
   評価する仕組み 
   ・情報公開の仕組みや行政評価の導入など行政の説明能 
   力向上 
   ・行政やサービス提供機関等の自己及び第三者機関によ 
   る評価の実施 

 
 
 
○「市民のためのサービス向上委員会」（庁内組織） 
  ・ケース検討会議（問題を抱えた家庭） 
  ・部内研修の実施            
 
○市民に身近な場所での相談やサービスの提供 
  ・地域包括支援センター   ４か所 
  ・在宅介護支援センター   ４か所 
  ・地域子育て支援センター  ６か所 
 
○保健師、理学療法士、各種訪問相談員等が地域に出向き相談・支援 
 
 
○関係機関との連携による、課題発見と早期対応への体制の整備 
  ・帯広市高齢者虐待防止ネットワーク会議（Ｈ１７年度設置） 
  ・帯広市要保護児童対策地域協議会（Ｈ１７年度設置） 
  ・帯広市地域自立支援協議会（Ｈ１９年度設置） 
 
○保健福祉センターの地域包括支援総合センター、子育て支援総合センター、障害者生活 
 支援センターにおいて、相談・連携体制の充実に努めた。 
 
 
○民間事業者の参画による「ケア会議」の定期的開催 
 
 
 
○「ケースカンファレンス会議」における個別処遇の検討 
 
 
 
 
 
○各個別計画の点検・評価を実施し、「帯広市健康生活支援審議会」へ報告 
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「帯広市健康生活支援システム基本計画」点検評価調書 

 

 帯広市健康生活支援システム基本計画  進  捗  状  況 

 Ⅱ．システムを支える５つの体制 
 
 １．（仮称）帯広市健康生活支援審議会の設置 
 
 【目 的】 
   市民の意見を広く収集し施策に反映させる合議の場、健 
 康生活支援システム全体の管理運営、点検・評価を担うた 
 めの組織として設置します。 
 
 【内 容】 
   保健・医療・福祉の関係者の参加により、分野の垣根を 
 越えた総合的な調査審議を行い、複雑多様化する市民の需 
 要に適切に応えられる体制づくりをめざします。 
   また、（仮称）総合相談調整窓口と連携し、市民の苦情 
 要望・意見を施策に反映させる機能を担います。 
 
 【役 割】 
 ・保健・医療・福祉の垣根を越えた調査審議 
 ・市民と行政の協力関係の構築 
 ・現行の協議会や審議会の発展的解消とその機能の継承 
 
 【組織構成】 
   本委員会と専門部会の２段階で構成し、構成員も委員と 
 専門委員の２種類とする。 
   （本委員会） 帯広市健康生活支援審議会 
   （専門部会） 地域医療推進部会 

 健康づくり支援部会 
                  児童育成部会 
                  障害者支援部会 
                  高齢者支援部会 
 
 【計画の点検・評価】 
 ・各個別計画の策定や見直しを行うに当たり、審議会（専 
  門部会）の意見を聴きます。 
 ・帯広市が行った点検・評価について報告を受け、意見を 
   述べることができ、点検・評価結果は、市民に公表しま 
   す。 
 
 【設置時期】 
 ・平成１４年度前半までに設置することをめざします。 

 ○平成１４年８月２０日 帯広市健康生活支援審議会を設置 
 ○平成１６年８月２５日 改選（第２期） 
 ○平成１８年８月２５日 改選（第３期） 
 ○平成２０年８月２５日 改選（第４期） 
 ○平成２２年８月２５日 改選（第５期） 

  
 ○平成２２年度の状況 

区分 組   織 主 な 審 議 事 項 

審議会

帯広市健康生活 
支援審議会 
 

（３回開催） 

・委員・専門委員の帯広市健康生活支援審議会専門部会への指名 
・平成２２年度 保健福祉部・こども未来部予算について 
・平成２１年度決算状況及び主要な施策の成果について 
・各個別計画の評価点検について 
・平成２３年度予算について 
・第五期帯広市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定について 

地域医療推進部会 
（３回開催） 

・救急医療体制の現状について 
・予防接種法の改正案について 
・平成２１年度保健事業について・ 

健康づくり支援部会 
（４回開催） 

 

・「けんこう帯広２１」追補について 
・平成２１年度保健事業について 
・「けんこう２１」の進捗状況について 

児童育成部会 
 

（３回開催） 
 
 

・おびひろ子どもプラン進捗状況および総括について 
・第二次帯広市母子保健計画の進捗状況について 
・乳幼児等医療費助成制度の拡大について 
・フッ化物洗口事業の実施について 
・新豊成児童保育センター移転改築について 
・新豊成児童保育センター移転改築について 
・地域子育て支援センター事業について 
・子どもの居場所づくりについて 
・４館連携に取組みについて 
・おびひろ子ども未来プランの進捗管理の方法について 

障害者支援部会 
（３回開催） 

・「帯広市障害者計画」の実施状況について 

専門
部会

高齢者支援部会 
（３回開催） 

・帯広市高齢者バス券交付事業にかかる新制度創設について 
・地域密着型サービス施設の公募状況について 
・第四期計画の平成２１年度実施状況について（決算） 
・帯広市高齢者バス交付事業にかかるアンケート集計概要について 
・平成２３年度地域密着型サービス施設の選考状況について 
・第四期帯広市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定スケ
ジュールについて 
・第五期帯広市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定スケ
ジュールについて 

  
○開催内容の公開 
   市のホームページにより審議会、専門部会の開催結果を公開 
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「帯広市健康生活支援システム基本計画」点検評価調書 

 

 帯広市健康生活支援システム基本計画  進  捗  状  況 

 ２．（仮称）保健福祉センター 
 (1)基本的考え方 
   保健福祉に関する市民の要望の多様化に対処するため、 
  新たな拠点施設「（仮称）保健福祉センター」の整備を 
  行い、既存施設（総合福祉センターなど）と役割分担す 
  ることとします。 
   （仮称）保健福祉センターは、保健・医療・福祉の中核 
  施設として「市民の生涯を通じた健康づくり」に特に力 
  をおくとともに、児童、障害者、高齢者の福祉の充実に 
  努めます。 
 
 (2)（仮称）保健福祉センターの整備 
 ・整備の考え方 
    保健福祉サービスの包括的な提供と既存施設の様々な 
  課題を解決するため、新たに（仮称）保健福祉センター 
  を整備します。整備にあたっては、 
   ①保健福祉行政機能 
   ②保健福祉サービスの提供に関する中核的機能 
   ③保健福祉関連団体の活動の場としての機能 
     について検討します。 
 ・既存施設との役割分担 
   市役所庁舎、総合福祉センター、福祉会館、その他と 
  の役割分担を検討します。 
 ・具体的機能 
    行政機能、保健、母子保健・児童福祉、障害者・療育、 
   高齢者福祉、保健福祉関連団体等の具体的機能について 
  検討し、整備する。 
 
 (3)福祉会館 
   地域福祉活動充実のため、福祉団体の活動拠点として整 
 備を検討する。 
 
 ３．行政組織の再編・充実 
 (1)職員の意識や能力の向上 
    複雑多様化する保健・医療・福祉の課題に対処できる 
  職員の養成に努めます。 
 ・専門職の確保と能力の向上（専門職の職域の拡大） 
 ・職員研修の充実（実践的な研修の充実） 
 ・市民本位の行政（市役所はサービス業） 
 ・情報公開の推進（行政の説明責任、会議等の公開） 
 ・関係者との交流（関係団体等、市民と共通の認識） 
 ・行政評価の実施（事務・事業の点検・評価から改善へ） 
 ・業務の達成目標と進行管理（業務の計画的進行管理） 
 ・庁内公募の実施（保健福祉関係職員以外の参加） 

 ○ 保健福祉センター事業について 
 
 ○経過 
・平成１５年３月 （仮称）保健福祉センター基本構想を策定 
 
・保健福祉センターの整備については、立地条件、諸室利活用の効率性、施設整備等の経済性などの

面から総合的に判断し、北海道森林管理局帯広事務所の縮小に伴う施設の利活用により実施するこ
ととし、センターの事業化に向けて、（仮称）保健福祉センター基本構想をふまえた各種機能や事
業についての検討を行い、平成１６年１２月から、帯広市健康生活支援審議会及び各専門部会にお
いて審議を行ってきた。 

・平成１７年１月には、（仮称）保健福祉センター事業化計画（素案）をもとに、北海道森林管理局
帯広事務所庁舎を利活用した整備計画に関し、審議会からの了承を得、その後、事業内容について
部会での論議を踏まえ、同７月には事業化計画を成案とした。 

・平成１７年６月に土地建物を取得、同９月に改修工事に着手し、平成１８年４月から供用開始した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ○福祉会館のグリーンプラザへの移転 
  保健福祉センターの整備に伴い、福祉会館を総合福祉センターに移転し、帯広市グリーンプラザ

として一部改修を行い、地域福祉と高齢者、障害者支援の用に供し、福祉向上を図る施設として整
備した。（平成１８年９月 全面開館） 

 
 ○ 行政組織の再編・充実 
 
 ・Ｈ１３．4 福祉部に保健課と市立病院を統合し、保健福祉部に再編。 
        保健福祉行政の連携強化を図った。 
 ・Ｈ１６．４ 児童家庭課の係体制を再編し、相談機能の充実を図った。 
        保育係・母子係 → おや子相談係・子ども福祉係 
 ・Ｈ１９．４ 大幅な組織機構の見直しを実施。 
        こども未来部を新たに設置し、子どもに関する事務を集約し、関係する施策の 
        連携強化を図るとともに総合的な取り組みを進めた。 
        同時に、執務室の見直しも行い、窓口の相談スペースの拡充など、 
        市民サービスの向上を図った。 
 
・職員の意識や能力の向上 
 「市民のためのサービス向上委員会」を部内に設置し、部内・課内において各種制度に関す

る研修などの実施により、相談窓口における職員の能力向上に努めている。 
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「帯広市健康生活支援システム基本計画」点検評価調書 

 

 帯広市健康生活支援システム基本計画  進  捗  状  況 

 (2)庁内体制の確立 
   市民の健康づくりや自立した生活を支援するためには、 
 保健・医療・福祉にとどまらず、住宅・雇用・教育・環境 
 都市政策など幅広い分野の連携が必要です。 
   このため、関係する部や課が密接に連携し、庁内が一体 
 となって施策を推進し、市民への多様なサービスを提供す 
 る体制を確立します。 
 
 ☆（仮称）帯広市健康生活支援システム推進会議の設置 
 ・構成 
   会 長 市長 
   副会長  助役 
   委 員  関係部長 
   幹 事  関係課長 
 ・協議事項 
   保健・医療・福祉の視点で捉えた各種事業の検証 
   各種事業の効果的推進 
   各種情報交換 
 ・設置時期 
   平成１４年度前半 
 
 (3)企画調整機能の充実 
  近年、介護保険制度の創設、医療制度改革、社会福祉基 
 礎構造改革など保健・医療・福祉の仕組みが大きく変化し 
 ており、さらに、地方分権の推進により、市町村が独自の 
 施策を企画立案し、実現していくことが、これまで以上に 
 求められている。 
   よって、保健・医療・福祉行政の複雑多様化に対応し、 
 保健福祉部の企画調整機能を充実させる必要がある。 
 
 ４．（仮称）総合相談調整窓口 
 (1)基本的な考え方 
   保健・医療・福祉に関する相談や苦情をどこに持ち込ん 
 だらよいか分からないという市民が、安心して相談するこ 
 とができるよう、（仮称）総合相談調整窓口を設置します。 
 (2)機能 
 ・サービス調整機能 
  仲介（紹介・斡旋））機能とケアマネジメント機能 
 ・苦情処理機能 
 (3)体制 
   総合相談調整窓口の体制として、迅速、かつ効果的サー 
 ビスを提供するため、保健福祉部各課職員からなる「市民 
 のための」サービス向上委員会」を設置する。 

 (2)庁内体制の確立 
 
 
 
 
 
 
 
 ☆ 帯広市健康生活支援システム推進会議を設置 
    （平成１４年８月１４日要綱設置） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (3)企画調整機能の充実 
 
   平成１９年度機構改革において、次長に代わり、各部に企画調整監を配置。 
    
        
 
 
 
 
 ○総合相談窓口 
 
 平成１８年度に窓口調整副主幹を配置し、平成１８年７月「総合相談窓口」を設置した。 
 
 ・「市民のためのサービス向上委員会」の開催 
 ・総合相談窓口情報システム（平成１６年度導入済）を活用した相談体制の充実 
 ・ガイドブック等によりサービス事業情報の共有化 
 ・各課による研修会の実施 
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「帯広市健康生活支援システム基本計画」点検評価調書 

 

 帯広市健康生活支援システム基本計画  進  捗  状  況 

 ☆「市民のためのサービス向上委員会」の検討事項 
 ・支援が必要な相談者への処遇の検討 
 ・保健・医療・福祉に関する相談体制の整備に関する事項 
 ・保健・医療・福祉に関する情報の管理に関する事項 
 ・保健・医療・福祉に関する苦情の処理に関すること 
 ・保健・医療・福祉の相談業務担当職員の養成と研修 
 ・保健・医療・福祉サービスの調整に関すること 
 
 
 ５．（仮称）保健医療福祉情報システム 
 (1)目 的 
 ・ （仮称）総合相談調整窓口での相談や、各種サービス 
  の申請にあたり、相談者の負担の軽減を図り、迅速な手 
  続きを行うとともに、より的確な判断を行える環境を整 
  える。 
 
 ・ 市民自らの健康に関するデータを活用し、健康管理、 
  疾病予防に役立てる。 
 
 ・ 保健・医療・福祉の各種制度・サービスに関する情報 
  を提供し、市民の理解を得るとともに、市民の生活向上 
  を図る。 
 
 ・ 保健・医療・福祉の関係機関・団体と連携し、市民サ 
  ービスの向上を図る。 
 
 (2)情報システム構築の視点 
 ・情報整理（庁内情報システムの整理） 
 ・情報活用（サービス対象者に関する個人情報の活用） 
 ・情報提供（保健・医療・福祉に関する情報の提供） 
 ・情報交換（保健・医療・福祉関係機関の情報交換） 
 
 (3)保健医療福祉ホームページの設置 
 ・「帯広市のホームページ」内に「保健・医療・福祉」の 
  項目を新たに設置し、保健・医療・福祉に関する情報を 
  市民に分かりやすく提供する。 
   ①帯広市の各種サービス機関・施設の情報 
   ②帯広市の保健・医療・福祉関連制度情報 
   ③保健・医療・福祉掲示版の設置 
   ④インターネット相談窓口の設置 
 
 (4)将来に向けた検討 
 ・サービス事業主体との情報ネットワーク化の拡大 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ○（仮称）保健医療福祉情報システム 
 
   （平成１５年度）障害者福祉情報システムの導入 
   （平成１６年度）総合相談窓口情報システムの導入 
  （平成１８年度）健康管理情報システムの導入 
     乳幼児健診や成人健診、介護認定など、幼児から高齢者に至るまでの、市民の生涯を 
    通じての健康や福祉サービスの利用情報などを、一貫して管理することで、より迅速で 
    的確な相談や助言に対応できるシステムを構築 
 
 
  現在稼動中の情報システム 
   高齢者福祉情報システム 
   介護保険情報システム 
   障害者福祉情報システム 
   児童扶養手当システム 
   生活保護システム 等 
  ※これらのシステムの情報の一部は、総合相談窓口情報システムにより、一元的に参照が可能。 
   
 
 
 
 
 
 ○制度紹介のホームページの開設 
 
 
   平成１９年度に帯広市ホームページの大幅見直しを実施。 
   メニューのなかの「くらしのガイド」で、各種制度について説明。 

 

 ５



「帯広市健康生活支援システム基本計画」点検評価調書 

 

 帯広市健康生活支援システム基本計画  進  捗  状  況 

Ⅲ．分野ごとの方向性 
 (1)基本的な考え方 
 ・健康生活支援システムは、第５期帯広市総合計画基づく 
  分野計画の施策の整合性を図り、効果的に推進し、まち 
  づくりの目標である「安心安全都市」を実現するための 
  仕組みである。 
 ・生涯を通じて一貫したサービスが提供できるようにする 
   ため、次の５つの分野ごとに保健・医療・福祉が連携し 
   た支援体制を強化する。 
   ① 児童育成システム 
   ② 障害児療育システム 
   ③ 障害者支援システム 
   ④ 高齢者支援システム 
   ⑤ 健康づくり支援システム 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ○対応個別計画 

個別システム 対応個別計画 支援体制 
保健福祉センターに 

おける取り組み 

児童育成 

システム 

帯広市児童育成計画、

帯広市子どもプラン 

帯広市要保護児童対

策地域協議会 子育て支援総合センター 

障害児療育 

システム 

帯広市児童育成計画、

帯広市障害者計画 

帯広市地域自立支援

協議会 

障害者支援 

システム 

帯広市障害者計画 

帯広市障害福祉計画 
 

障害者生活支援センター 

高齢者支援 

システム 

第四期帯広市高齢者

保健福祉計画・介護保

険事業計画 

帯広市ケア会議、 

帯広市高齢者虐待防

止ネットワーク会議

地域包括支援総合センター 

健康づくり 

支援システム

けんこう帯広２１、 

第二次帯広市母子保

健計画 

健康づくり推進委員

の会 

食生活改善推進委員

会 

 

 

   帯広市障害福祉計画、第四期帯広市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画については、 

   平成２０年度策定済（Ｈ２１．３） 

    

   平成２２年３月に、これまで個別の計画であった「帯広市児童育成計画」「帯広市こどもプラ

   ン」「第二次帯広市母子保健計画」「帯広市青少年健全育成推進長期計画」の４つの計画を１

   つに統合し、「おびひろこども未来プラン」を策定した。 
   
  

 ６



「帯広市健康生活支援システム基本計画」点検評価調書 

 

 帯広市健康生活支援システム基本計画  進  捗  状  況 

Ⅳ．医療と保健福祉の連携 
 (1)予防・早期発見への取り組み強化 
 ・かかりつけ医による定期的な検診や予防接種など、 
  医療機関の役割の強化を検討する。 
 ・医療機関の協力のもと、健康診査・健康相談・健康教育
  の充実につとめる。 
 
 
 
  
 
 
(2)リハビリ・自立支援への取り組み強化 
 ・医療機関が在宅介護支援センターを設置するなど、包括
  的なサービス提供が整備されつつあり、福祉施設が設置
  している在宅介護支援センターなどとの協力をすすめ、
  地域レベルで在宅生活を支える体制の整備につとめる。
 ・老人福祉施設などの入所者の適切な健康管理のため、医
  療機関の支援の強化に努める。 
 
 (3)専門職の充実と連携 
 ・専門職を充実し地域の保健福祉活動を支援するとともに、
  専門職同士や他の保健福祉関係者との連携を強化する。
 ・（仮称）保健福祉センターに、帯広市の保健福祉事業に従
  事する医師を配置する。 
 
 (4)医療機関の機能分担の連携 
 ・一次救急について、地域の医療資源を有効に活用した救急
  体制の構築につとめる。 
 ・より迅速で円滑な対応が行えるように、医療機関や消防署
  が連携した救急情報システムについて研究する。 
 ・農村医療の充実や医療機関の連携にむけて、取り組みを進
  める。 
 
 
 
 (5)かかりつけ医の機能強化 
 ・かかりつけ医の機能を強化し、身近な地域で安心して医療
  を受けられる体制づくりにつとめる。 
 
 
 
 

 
○生活習慣病検診受診者数                      （単位：人） 

 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成2１年度 
基本(市民)健康診査 10,244 10,145 10,580   324   353 
各種がん検診 20,906 21,279 22,308 21,12２ 2９,312 
※がん検診：胃がん、肺がん、子宮がん、乳がん、大腸がん検診受診者の合計 

○生活習慣病対策として、3カ月の期間で個々の改善プログラムを提供する「健康づくり評価事業」
を実施。（平成18年度） 

○幼児の歯科健診とフッ素塗布を市内歯科医院で実施。 
○乳幼児健診       4か月児健診時にＢＣＧ接種を同時実施（集団検診）（平成18年度） 

10か月児健診を小児科医療機関で実施  (個別検診） (平成18年度） 
 
○小規模多機能ケア施設の設置 
  場  所：旧市立病院跡地（帯広市東13条南6丁目） 
  設置主体：医療法人ほか 
  施設内容：医療…診療所（内科、循環器科） 
       福祉…在宅介護支援センター、居宅介護支援、デイサービス、訪問看護、訪問介護 
       居住…高齢者向け優良賃貸住宅（26戸） 
 
 
○保健福祉センターでの保健事業に必要な専門職を配置（理学療法士、保健師、管理栄養士、健康運 
動指導士） 
○保健福祉センターに管理医師を配置する。（兼務） 
 
 
 
 
○一次救急医療（夜間急病センター、在宅当番医） 
  平成15年度に帯広市救急医療体制検討小委員会を設置し、救急医療に係る諸課題を検討 
  平成16年5月1日より、帯広市夜間急病テレホンセンターを設置 
    ⇒在宅当番医や独自に診療時間を設定している医療機関情報を提供 
  平成１９年度に帯広市救急医療対策検討会議を設置し、救急医療提供体制の充実等について検討 
○二次救急医療 
  二次救急当番病院（帯広第一病院、帯広厚生病院、帯広協会病院、協立病院、開西病院） 
○三次救急医療 
   ＪＡ北海道厚生連帯広厚生病院 救命救急センター 
 
 
○帯広市内病院・診療所数 

 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 
病 院 19 18 18 17 17 
診療所 113 112 115 114 109 

                 各年12月末現在 
○（再掲）幼児の歯科健診とフッ素塗布を市内歯科医院で実施 
○（再掲）7か月児健診を10か月児健診に変更し小児科医療機関で実施（平成18年度） 
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